
 
 

 

流山市介護支援専門員連絡会規約  

（名称）  

第１条  本会は、流山市介護支援専門員連絡会という。  

（組織）  

第２条  本会は、次の各号の会員をもって構成する。  

（１）  流山市内に住所又は就業先を有している介護支援専門員および流

山市内で活動をしている介護支援専門員  

（２）  本会の趣旨に賛同し、それぞれの専門的な立場から本会の運営に  

協力できる介護支援専門員  

２  本会への入会を行う場合又は届出事項に変更が生じた場合には、書  

面により会長に提出しなければならない。  

３  会員は、全員で本会の運営を支え本会の発展に寄与するものとする。 

（目的）  

第３条  本会は、流山市内で活動する介護支援専門員間の連携、相互協力

を図り、情報交換及び研修により市民の立場に立った介護サービス計画

（ケアプラン）の作成と介護サービスの安定的な供給に寄与することを

目的とする。  

（事業）  

第４条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う  

（１）  会員の資質の向上に関する研究会、連絡会の開催  

（２）  会員の介護サービス計画（ケアプラン）作成に関する情報交換会

の開催  

（３）その他介護保険に関する連絡及び協力に関すること。   

（役員）   

第５条  本会は、次のとおり役員を置く。  

（１）  会長    １名  

（２）  副会長   １～２名  

（３）  会計    １名  

（４）  幹事   若干名  

（５）  監査    ２名  

 ２  会長、副会長、幹事及び監査は、総会にて選出する。  

 ３  会長は、本会を代表し、会務を総括する。  



 
 

 ４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行

する。  

 ５  会計は、幹事会において選出し、会計事務を行う。  

 ６  幹事は、総会の議により業務を行う。  

 ７  監査は、本会の会計事務の執行について監査を行う。  

８  役員の任期は、１年とする。但し、再任を妨げない。  

 ９  役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間と

する。ただし幹事については、幹事会の合意を得た上で、会長が任

命するものとする。      

 (運営 )  

第６条  本会の会議は、総会及び幹事会とする。  

 ２  本会の庶務を処理するため、事務局を設置する。  

 ３  事務局は、総会の議を経た事業所が担当する。  

（総会）  

第７条  総会は年１回会長が招集する。なお臨時の開催は、幹事会が必要  

と認めたとき又は会員の３分の１以上の要請があったときとする。  

 ２  総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は、出席会員の過半数

で決定する。  

 ３  総会の議長は、会員の中から選出する。  

 ４  総会に付議すべき事項は次のとおりとする。  

（１）  事業運営に関すること。  

（２）  規約の改廃に関すること。  

（３）  役員の選出に関すること。  

（４）  その他重要と幹事会が認めた事項に関すること。  

(幹事会 )  

第８条  幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。  

 ２  幹事会は、会長が召集し、総会の決定事項の実施及び本会の運営事

項について協議する。  

(会計年度 )  

第９条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。  

(会費 )  

第 10 条  本会の事業運営に必要な経費に充てるため、会員から徴収する。 



 
 

 ２  前項の会費は、年会費としその額は、２，０００円とする。  

 ３  前項の年会費は、会計年度の途中において本会に入会したものにつ

いても同額とする。  

  ４  第２項の年会費は、その徴収後の会計年度の途中に会員が本会を退

会した場合等であっても、返還しないものとする。        

 ５  第２項の規定にかかわらず、研修会等を実施するに当たり必要が生

じた場合は、別途臨時に会費を徴収することができる。  

 

（その他）  

第１１条  当規約に規定されていない事項については、幹事会で協議し、

決定する。  

付則  

(施行期日 )  

この規約は、平成１１年１２月１５日から施行する。  

(施行期日 )  

この規約は、平成１３年３月２１日から施行する。  

(施行期日 )  

この規約は、平成１４年３月２０日から施行する。  

（施行期日）  

この規約は、平成１５年３月１９日から施行する。  

（施行期日）  

この規約は、平成２２年５月１９日から施行する。  

（施行期日）  

この規約は、平成２６年５月１５日から施行する。  

（施行期日）  

この規約は、平成２８年５月１６日から施行する。  

 

 

 


